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答

弁

第

四

一

号 

    

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
気
料
金
の
滯
納
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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閣
衆
質
第
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昭
和
二
十
五
年
十
二
月
五
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衆
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院

議
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幣 
原 
喜 
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郞 
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内
閣
総
理
大
臣 

吉 
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茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
電
気
料
金
の
滯
納
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

電
気
料
金
の
滯
納
は
、
八
月
末
の
全
国
合
計
に
お
い
て
三
箇
月
以
上
滯
納
の
も
の
三
億
二
千
万
円
、
二
箇
月
滯
納
の
も
の

一
億
二
千
万
円
、
一
箇
月
滯
納
の
も
の
二
億
五
千
万
円
計
六
億
九
千
万
円
で
あ
り
、
大
体
こ
の
程
度
の
滯
納
額
は
、
従
来
か

ら
各
月
持
ち
越
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
電
気
料
金
の
滯
納
が
こ
れ
以
上
と
な
る
場
合
は
電
気
事
業
の
資
金
繰
に
も
惡
影
響
を
與
え
る
の
で
、
電
気

事
業
者
と
し
て
は
そ
の
回
收
に
努
力
を
致
し
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
滯
納
の
処
分
に
つ
い
て
は
電
気
料
金
に
関
す
る
物
価
庁
告
示
に
お
い
て
料
金
請
求

日
以
降
四
十
五
日
以
上
を
経
過
す
る
も
の
に
つ
き
、
事
業
者
が
送
電
停
止
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




